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施設名：公益財団法人  秋田県総合保険事業団  秋田県総合保険センター                                 

受審施設の概要  

秋田県総合保健センターは、秋田県秋田市にあり、 1986年に秋田県の委託事業として県民

の健康保持・増進のため精度の高い健康診断を提供する施設として設立された。 2006年から

は、秋田県の指定管理者として選定を受け人間ドックを中心に実施している。  

秋田市の名勝「千秋公園」の向かいに立地しており、秋田駅から徒歩 10分と利便性も高く

専用駐車場も完備されている。建物の１Ｆ部分のワンフロアがすべて健診スペースとなって

おり、広く落ち着いた環境で受診することができる。  

健診単独の施設ではあるが、秋田県医師会や秋田大学医学部など地域の協力・支援のもと、

効率的な施設運営や包括的な健康管理を行う仕組みが構築されている。  

年間の受診者数は、一日ドック約 6,100人、生活習慣病予防健診約 1,400人、その他の健診

約 400人を実施している。 2011年に初回の認定を受け、今回が２回目の更新審査である。  

 

第１領域  理念達成に向けた組織運営  

保健センター独自の理念・基本方針が定められ、受診者の権利・責務とあわせてホームペ

ージ・パンフレットへの掲載、施設への掲示が行われている。  

個人情報保護については、事業団の個人情報保護方針にもとづき保健センターの個人情報

に関する取り扱いが明文化されており、保健センター内外への周知も行われ適切に運営され

ている。  

就業規則等各種規程は、事業団が作成し体系的に管理している。職業倫理についても明文

化されており、違反行為等に関する相談窓口も明確に定められている。  

事業計画については、県から指定管理者の選定を受けるため利用目標ならびに５年間の事

業計画を作成し届出を行っている。事業計画をもとに年度計画を策定し、毎月進捗状況につ

いて確認を行い県への報告を実施している。  

職員の体制については、常勤医師１名が人間ドック認定医・専門医の資格を取得しており、

日々の健診業務に関与している。常勤医師を中心に、医師会等から派遣される非常勤医師と

連携し、必要な医師の体制を確保している。医師以外の医療職については、専門資格を有し

た職員を配置しており、質の高い検査体制を構築している。  

各種会議、委員会については、会議メンバーを明確に定め議事録も作成されている。  

教育体制については、教育計画が作成され計画的に実施されているが、医療安全と感染予

防の研修については不定期の実施となっており毎年実施されていないので、確実な計画策定

に向けて検討が必要である。職種ごとの研修会については、外部講習が中心となっているが、

年初に職種ごとに参加計画をとりまとめて管理しており、計画的に外部講習に参加できる仕

組みが構築されている。  

医療安全体制については、委員会を設置しマニュアルも作成され適切に運用されている。

インシデントへの対応については、当事者からの報告を受け人間ドック健診運営会議におい

て確認され、再発防止に向けた検討が行われている。感染管理体制についても適切に運用さ

れ感染予防対策も講じられている。感染性廃棄物の一時保管場所については、今回の受審を

機に改善された。  

安全衛生管理体制については、月一回衛生委員会が開催され職員の健康管理や労務管理も

適切である。  



情報管理体制については、責任者を明確に定め、トラブル発生時の対応手順やデータの持

ち出し等に関する取扱いを定めたマニュアルが作成されており、適切に運用されている。  

全館バリアフリー化が実施され、高齢者や障害者等の受入れに関する手順書も整備されて

いる。事前に職員間での情報共有を図り、最善の状況で受診者を受入れることができるよう

配慮している。  

外国人受診者については、受け入れ手順等を明確に定め、予約時に必要な情報について確

認が行われている。  

 

第２領域  受診者中心の良質な健診の実践  

予約・受付・収受・会計処理の業務については、手順書を作成し適切に処理を行っている。

各業務の担当者を定めているが、事務職員全員が全ての業務に精通しており、最小限の人員

で効率よく運営している。  

人間ドック学会が提示する基本検査項目とオプション検査項目が適切に実施されている。

任意検査項目の見直しは検査項目検討委員会で適切に行われている。  

受診環境については、レディースデイが年間７日設定され、ホームページでも適切に周知

されている。室温設定は年間通して 26℃に設定されていて、健診ホールで１日２回測定され

てはいるが、今後は清掃確認とあわせて記録の実施についても期待する。  

受診に関する事前の情報提供体制は、ホームページ、送付書類ともに適切である。受診者

からの問い合わせに対しては検査毎に Q＆ Aが作成されていて適切である。マニュアルは作成

されているが、改定日付の記載のないものがあるので改善が望まれる。胃内視鏡検査の同意

書は事前に郵送されている。当日看護師から説明がされてはいるが、医師の関与についても

さらなる検討を期待したい。  

健診当日の医療面接は、採尿、採血後に保健師・看護師・管理栄養士から行われている。

既往歴、現在の疾患、通院実態、アレルギー、当日の状況、 VVR、前回の受診情報について聴

取されていて、聴取された内容はシステム内に記録され、各検査室内の端末で確認すること

が可能となっているので、医療面接で得られた情報の多職種への共有体制も適切である。  

精度管理体制も適切である。  

医師による結果説明体制は、日本人間ドック学会が策定している判定区分に準拠していて

適切である。診察・結果説明時には、画像については二重読影が完了している。診察・結果

説明は 10分から 15分程度で行われ、当日結果を手渡していることは評価できる。二重読影は

おおむね適切に行われているが、今後は、専門資格（呼吸器専門医、放射線科専門医、超音

波専門医等）を保有した医師の積極的な関与についても検討されたい。  

健診結果に基づく指導体制については、管理栄養士（責任者）１名、保健師３名、看護師

１名の計５名で担当し、そのうち３名が人間ドックアドバイザーの資格を取得していて適切

である。教育プログラムも管理されていて、他部署からの異動等により人間ドックアドバイ

ザー資格を持たないスタッフには順次取得するように計画されていて適切である。健診当日

の指導内容は、マニュアルに沿って保健指導、栄養指導、特定保健指導を統一した教材を使

用し行っている。指導内容は手書きしたものをスタッフがシステムに手入力して、次回指導

にも役立つようにしていることは評価に値する。  

 

第３領域  継続的な質改善の取り組み  

受診者の要望を把握する体制について、ご意見箱は健診ホールの中央と出入り口に鍵がか

かる状態で常設していて、柱で目隠しとなるよう工夫がみられる。投書は看護師が毎日回収

し、同日スタッフ全員に回覧している。投書内容は全職員が参加する運営会議で報告され周

知検討が行われており適切である。  



フォローアップ体制については、マニュアルを作成し実施していて適切である。精検指示

率も低く抑えられていて適切であるが、今後は精検受診率の向上にむけての努力を期待する。

また、追跡検査や経過観察と判定した症例のフォローアップについてもしくみの構築を期待

したい。  

健診結果の分析体制については前年度の健診結果集計にもとづき、精検指示率、精検受診

率、がん発見率などを経年的に集計している。集計は精度管理委員会において報告し、全国

集計と比較し健診結果を検討していて適切である。学会発表は 2019 年度４件、2020 年度に２

件行われている。  

受診者に向けた情報提供としては、ホ－ル内にフードモデルの展示や健康に関するリーフ

レットを配置し情報の提供に努めている。また、健診結果を分析、集計した年報を関係者に

配布している。   

健康経営にむけた取り組みについては、年１回、団体や保険者への意見・要望について確

認を行うなど良好な関係維持に努めている。  

業務改善を行う体制については、人間ドック健診運営会議を中心に検討する体制があり、

改善事項については個別に管理し検討内容や改善内容について記録されている。  

前回の指摘事項への対応については、「受診者の呼び出しについての案内と掲示」、「意見箱

の施錠管理」等改善が行われている。  

 

総括  

人間ドックの充実に向け、施設の課題や改善事項について全職員が参加して検討する体制

が構築されており、健診の質的向上、受診者サービスの向上に積極的に取り組んでいる。  

結果説明、保健指導については、ほぼ全受診者に対して実施しており、当日の結果説明実

施後に最終の健診結果表を手渡ししている点については高く評価できる。  

総合的見地から、人間ドック健診施設機能評価の認定（更新）  に値すると判断する。  

 

審  査  日   2021 年  11 月  11 日  

認定承認日  2021 年  11 月  20 日  

    


